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お
知
ら
せ

　

こ
の
た
び
、
町
制
施
行
八
〇
周
年
記
念
式

典
に
お
い
て
、
町
行
政
事
務
や
公
共
の
福
祉

の
た
め
に
功
績
の
あ
っ
た
方
、
ま
た
団
体
を

対
象
に
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
次
の
方
々
が
そ

れ
ぞ
れ
の
功
績
に
よ
り
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。

（
敬
称
略　

順
不
同
）

一

般

表

彰

の

部

町
制
施
行
八
〇
周
年
記
念
式
典
に
て
自
治
等
功
労
者
に
表
彰

文
化
や
ス
ポ
ー
ツ
・
教
育
の
振
興
に
寄
与
し

た
こ
と
に
よ
り

　

尾
�
惇
忠
、
堀
口
す
み
れ
子
、
伊
東
宥
子
、

　

松
土
正
一
、
角
田　

晃
、
山
本
淳
正
、

　

阿
部　

正
、
笠
原
俊
一
、
笠
原
吉
昭
、

　

佐
藤　

昇
、
平
泉
忠
廣
、
根
岸
雅
也
、

　

根
岸
保
子
、
門
脇
耐
三
、
岡
本　

優
、

　

三
堀
幸
雄
、
岡
田　

唯
、
後
閑
あ
ず
さ
、

　

角
田
梅
丸
、
桜
井
輝
宙
、
平
崎　

昴
、

　

山
下　

洋
、
内
田
伸
一
、
下
平
悠
夏
、

　

成
田
有
沙
、
足
立　

海
、
飯
田
裕
記
、

　

石
上
一
翔
、
佐
藤
帆
海
、
鈴
木
駿
平
、

　

鈴
木
大
翔
、
竹
内
康
朗
、
津
久
井
真
帆
、

　

中
澤
涼
子
、
古
屋
綾
乃
、
柳
井
悠
介
、

　

吉
野
菜
穂
、
長
塚
亜
紗
子
、
吉
田
幸
司
、

　

伊
東
賢
之
介
、
塚
越
美
乃
莉
、
吉
田
歩
未
、

　

中
田
拓
也
、
川
村
駿
吾
、
大
阿
久
正
太
、

　

爲
�
伸
幸
、
三
井
翔
太
、
飛
永
麻
希
、

　

葉
山
俳
句
会
、
葉
山
菊
花
会
、
葉
山
町
日

本
舞
踊
連
盟
、
葉
山
い
け
ば
な
会
、
葉
山

蘭
友
会
、
創
作
葉
山
支
社
、
葉
山
町
民
謡

連
盟
、
リ
ボ
ン
フ
ラ
ワ
ー
会
、
葉
山
町
書

道
協
会
、
葉
山
町
カ
ラ
オ
ケ
同
好
会
連
絡

協
議
会
、
葉
山
三
曲
会
、
葉
山
水
墨
画
協

会
、
葉
山
盆
栽
愛
友
会
、
葉
山
町
し
お
さ

い
ジ
ュ
ニ
ア

町
政
の
振
興
・
社
会
福
祉
等
に
寄
与
し
た
こ

と
に
よ
り

　

丸
山
怜
子
、
永
田
和
子
、
坂
田
勝
子
、

　

中
飯
文
子
、
吉
田
昌
子
、
市
川
英
子
、

　

福
本
悦
子
、
角
田
悦
夫
、
沼
田
直
彦
、

　

伊
藤
泰
子
、
尾
�
ト
シ
子
、
笠
原
る
り
子
、

　

市
川
武
司
、

　

木
古
庭
婦
人
会
、
上
山
口
婦
人
会
、
一
色

婦
人
会
、
葉
山
堀
内
婦
人
会
、
社
会
福
祉

法
人
幸
保
園
、
葉
山
町
身
体
障
害
者
福
祉

協
会
、
葉
山
町
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
、
葉

山
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
、
葉
山
町
朝

市
・
農
産
物
加
工
振
興
会
、
葉
山
町
酪
農

肥
育
組
合

公
共
の
福
祉
の
た
め
に
金
品
や
土
地
の
ご
寄

付
に
よ
り

　

鈴
木
伸
久
、
中
村
欣
司
、
�
梨
雅
宏
、

　

行
谷
ト
ミ
、
鈴
木
喜
一
郎
、
青
木
盛
久
、

　

葉
山
政
夫
、
鈴
木
秀
正
、
檀
上　

修
、

　

荒
本
タ
ツ
他
三
名
、
矢
嶋
安
子
他
二
名
、

　

葉
山
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
、（
株
）荏
原
製

作
所
、
三
桜
産
業（
株
）、
新
善
光
寺
、 

（
株
）ト
ー
タ
ル
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
、
小

川
開
発（
株
）、
日
本
住
研（
株
）、
光
徳
寺

美
化
運
動
の
普
及
に
寄
与
し
た
こ
と
に
よ
り

　

イ
ト
ー
ピ
ア
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
緑
会

自
治
功
労
表
彰
の
部

町
教
諭
と
し
て
二
十
年
以
上
在
職
し
、
退
職

し
た
こ
と
に
よ
り

　

原
田
淳
子
、
後
藤
恵
子

自

治

表

彰

の

部

農
業
委
員
等
の
委
員
と
し
て
八
年
以
上
在
職

し
た
こ
と
に
よ
り

　

廣
瀬
達
五
郎
、
岩
田
安
茂
、
戸
塚　

榮

審
議
会
・
委
員
会
の
附
属
機
関
の
委
員
と
し

て
十
年
以
上
在
職
し
た
こ
と
に
よ
り

　

柏
木
柾
計
、
一
之
瀬
正
和
、
矢
島
利
明
、

　

沼
田
恵
子

消
防
団
の
役
員
と
し
て
二
〇
年
以
上
在
職
し

た
こ
と
に
よ
り

　

石
井
建
一

　

葉
山
港
・
葉
山
マ
リ
ー
ナ
を
臨
港
地
区

に
指
定
し
、
港
の
管
理
運
営
を
円
滑
に
行

う
た
め
の
規
制
を
分
区
条
例
に
よ
り
行
う

こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

二
月
十
六
日（
水
）

　

十
九
時
〜
二
〇
時
頃

場
所　

港
湾
管
理
事
務
所
会
議
室

問
合
せ　

都
市
計
画
課

　

�
内
線
三
五
一
・
三
五
三

　

神
奈
川
県
河
港
課
港
湾
プ
レ
ジ
ャ
ー

ボ
ー
ト
対
策
班

　

�
〇
四
五－

二
一
〇－

一
一
一
一（
代
）

臨
港
地
区
及
び
分
区
条
例　

　
　
　
　

に
関
す
る
説
明
会



６

広
報
は
や
ま
2
月
号

所　

得　

税

確
定
申
告
書
は
、

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

〜
鎌
倉
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
〜

　

税
務
署
窓
口
で
の
相
談
及
び
申
告
書
の
受

付
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

二
月
十
六
日（
水
）〜
三
月
十
五
日（
火
）

（
還
付
申
告
の
人
は
、
既
に
受
付
け
て
い
ま

す
。）

消
費
税（
個
人
事
業
者
）

　

三
月
三
一
日（
木
）ま
で

贈　

与　

税

　

二
月
一
日（
火
）〜
三
月
十
五
日（
火
）

※
通
常
は
、
土
・
日
・
祝
日
は
閉
庁
日
で
す

が
、
二
月
二
〇
日（
日
）・
二
月
二
七
日

（
日
）に
限
り
、
税
務
署
で
確
定
申
告
の
相

談
及
び
申
告
書
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

※
各
申
告
書
は
郵
送
又
は
税
務
署
の
時
間
外

収
受
箱
に
投
函
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
で

き
ま
す
。

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
所
得
税
の
確

定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
作
成（
カ
ラ
ー

プ
リ
ン
ト
）
し
た
申
告
書
は
、
税
務
署
に
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
は 

http://w
w
w
.nta.go.jp

申
告
書
の
提
出
は
、

　

鎌
倉
駅
で
も
受
け
付
け
ま
す

JR
　

Ｊ
Ｒ
鎌
倉
駅
構
内
（
西
口
改
札
内
）
に
確

定
申
告
書
「
臨
時
提
出
所
」
を
設
置
し
ま
す
。

日
時　

二
月
十
六
日（
水
）〜
三
月
十
五
日

（
火
）九
時
〜
十
二
時
（
土
･
日
を
除
く
）

※
相
談
等
は
行
い
ま
せ
ん
。
な
お
、
来
年
度

か
ら
「
臨
時
提
出
所
」
で
の
受
付
は
行
い

ま
せ
ん
。

問
合
せ　

鎌
倉
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門

　

�
〇
四
六
七－

二
二－

五
五
九
一

※
鎌
倉
税
務
署
の
駐
車
場
は
四
月
上
旬
ま
で

利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

ジ
ェ
イ
フ
ォ
ン
株
式
会
社
（
当
時
）
が

長
柄
小
学
校
の
基
地
局
を
引
き
続
き
使
用

す
る
申
請
を
不
許
可
に
し
た
た
め
、
平
成

十
四
年
三
月
二
九
日
に
教
育
長
を
被
告
と

し
て
不
許
可
処
分
の
取
消
を
求
め
て
横
浜

地
方
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
て
い
た
訴
訟
に

つ
い
て
、
ボ
ー
ダ
フ
ォ
ン
株
式
会
社
（
現

在
）
と
和
解
が
成
立
し
ま
し
た
。

　

和
解
内
容
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
三

〇
日
ま
で
に
ボ
ー
ダ
フ
ォ
ン
株
式
会
社
は

鉄
塔
な
ど
設
備
を
撤
収
し
て
葉
山
町
に
明

渡
し
、
相
互
の
債
権
債
務
が
な
い
こ
と
を

確
認
す
る
も
の
で
し
た
。

問
合
せ　

教
育
総
務
課　

�
内
線
四
四
一

長
柄
小
学
校
の
携
帯
電
話
基
地
局

　
　
　
　
　

裁
判
和
解
し
ま
し
た

税　金�

所
得
税
の
確
定
申
告
を

さ
れ
る
人
へ

　

一
月
号
の
広
報
で
閉
庁
日
は
除
く
と
し
て

い
ま
す
が
、
二
月
二
〇
日（
日
）と
二
月
二
七

日（
日
）に
つ
い
て
、
出
来
上
が
っ
て
い
る
申

告
書
の
仮
収
受
は
行
い
ま
す
。
申
告
相
談
は

行
い
ま
せ
ん
。

日
時　

二
月
二
〇
日（
日
）、
二
月
二
七
日

（
日
）九
時
〜
十
六
時
（
十
二
時
〜
十
三
時

は
除
く
）

場
所　

役
場
一
階
税
務
課
窓
口

問
合
せ　

税
務
課

　

�
内
線
二
五
一
〜
二
五
三



７

お
知
ら
せ

ご存知ですか？�
住基ネットカード！�

　

平
成
十
五
年
八
月
二
五
日
か
ら
住
民
基
本

台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
本
格
稼
動
し
た
こ
と

に
伴
い
、
申
請
に
よ
り
住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド

（
単
価
五
〇
〇
円
）
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
お
持
ち
に
な
る
と

次
の
点
が
便
利
で
す
。

住
民
票
の
広
域
交
付

　

全
国
ど
こ
の
市
区
町
村
で
も
住
基
ネ
ッ
ト

カ
ー
ド
を
窓
口
で
提
示
す
る
こ
と
で
、
本
人

や
世
帯
の
住
民
票
の
写
し
（
戸
籍
の
表
示
を

省
略
し
た
も
の
）
を
受
け
取
れ
ま
す
。

＊
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
で
も
受
け

取
り
が
で
き
ま
す
。

転
入
・
転
出
届
の
簡
素
化

　

住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い

る
人
は
、
一
定
の
事
項
を
記
入
し
た
転
出
届

を
郵
送
で
行
い
、
住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
引

越
し
先
の
市
区
町
村
に
提
示
す
る
こ
と
で
、

窓
口
に
行
く
こ
と
が
転
入
時
の
一
回
で
済
み

ま
す
。

身

分

証

明

　

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
等
、
顔
写
真

付
き
の
公
的
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
で
な
い

場
合
、
顔
写
真
付
き
の
住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド

が
公
的
身
分
証
明
書
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
電
子

証
明
等
の
保
存
カ
ー
ド
と
し
て
利
用
で
き
ま

す
。申

請

方

法

　

平
日
九
時
〜
十
六
時
三
〇
分
ま
で
の
間

に
、
①
印
鑑
、
②
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー

ト
等
、
顔
写
真
付
き
の
公
的
身
分
証
明
書
、

③
横
三
・
五
�
×
縦
四
・
五
�
の
写
真
一
枚

（
写
真
付
き
を
ご
希
望
の
場
合
）
④
委
任
状

（
ご
本
人
が
お
越
し
に
な
れ
な
い
場
合
の
み
）

を
持
っ
て
町
民
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

＊
た
だ
し
、
代
理
申
請
の
場
合
、
ま
た
は
、

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
等
、
顔
写
真

付
き
の
公
的
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
で
な

い
場
合
は
、
申
請
日
で
の
発
行
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ

い
。（
後
日
住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
受
け

取
り
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
す
。）

問
合
せ　

町
民
課

　

�
内
線
二
一
一
、
二
一
二
、
二
一
五

　

北
海
道
の
北
東
洋
上
に
連
な
る
歯
舞
群

島
、
色
丹
島
、
国
後
島
及
び
択
捉
島
の
北
方

領
土
は
、
歴
史
的
に
見
て
も
一
度
も
外
国
の

領
土
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
わ
が
国
固
有
の

領
土
で
あ
り
、
ま
た
、
国
際
的
諸
取
り
決
め

か
ら
み
て
も
、
わ
が
国
に
帰
属
す
べ
き
領
土

で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

二
月
は
、
北
方
領
土
返
還
運
動
全
国
強
調

月
間
で
す
。
皆
さ
ん
も
こ
の
機
会
に
北
方
領

土
に
目
を
向
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

一
日
も
早
い

返
還
を
め
ざ
し
て

内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.cao.go.jp/

オ　　ホ　　ー　　ツ　　ク　　海�

択捉島�

国後島�

色丹島�

歯舞群島�

根室�

網走�

釧路�

旭川�

稚内�

４４°�

４６°�

北方領土�

北 　海 　道�

１４２°�

１４４°�
１４６°� １４８°�


